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今月のトピックス

2015学校給食全国集会報告

2015年３月28日（土）、東京都渋谷区の東京ウィメンズ

プラザホールで、学校給食全国集会が開催され、全国

から200人近い参加者が集まりました。メインテーマは、

「2015子どもたちの学校給食を求めて どうする中国輸

入食品！～輸入食品の安全性を考える～」、主催は全

国学校給食を考える会と特定非営利活動法人日本消費

者連盟です。今年は、輸入食品とりわけ中国産の輸入

食品を題材に、食の安全性について考える内容となりま

した。

学校給食は、まず安全であり、子どもたち、保護者や

地域に信頼（安心）され、その上に、教育としての学校給

食（食育）があることが前提です。2014年の秋に、週刊文

春が｢学校給食に中国食材！」との連載記事を掲載し、

あらためて学校給食の安全性、輸入食品の問題点が指

摘されましたが、これまでにも輸入食品については、遺伝

子組み換え食品、ポストハーベスト農薬、放射線照射食

品など様々な問題が指摘され、地場産食材を使った学

校給食の「生きた教材」についての取組みが進められて

きました。その一方、2011年の東京電力福島第一原子力

発電所の事故を受け、放射性物質に対する対応も食の

安全の問題として取組み、2012年、2013年の全国集会

では集中的にテーマとしています。輸入食品を使わず国

産ならば良いといった一面的なことでは学校給食の安全

性は確保できません。今回の集会でも、「騒がれている間

だけ中国産をやめればいい」といった対応をとる教育委

員会の担当者の発言が紹介されましたが、そのような発

想に対し、安全性を確保するための運動や取組みが必

要です。

集会を終えて、様々な食の安全や学校給食の合理化

の問題があることを踏まえながら、今回のテーマについて

も具体的な行動の事例を共有し、ひとつひとつ取り組ん

でいくことが必要だとの理解が深まったと思います。

集会の内容について、発表内容などの概要を報告し

ます（文責：学校給食ニュース）。

【開催趣旨～はじめに】

五十嵐興子（全国学校給食を考える会会長）

「学校給食全国集会」は、1985年、学校給食現場の内に

いる調理員・栄養士・教員と学校給食現場の外にいる保

護者・消費者の垣根を越えた連携・連帯の運動づくりの

ための場としてスタートしました。当時の文部省は「学校

給食業務の合理化通知」を出し、パート化・センター化・

民間委託化をおしすすめようとしました。これに対して、

1984年11月28日、日比谷公会堂で、「いま学校給食が危

ない」緊急全国集会が開催されました。これが本集会の

原点です。

この集会では、「合理化通知」の撤回を求めるととも

に、「教育としての学校給食」の位置づけを確認し、その
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可能性を追求する運動を幅広くすすめるようと全国に呼

びかけました。そして、翌1985年3月12日、第一回の全国

集会が開催されました。

以来、30年が経ちます。この全国集会を通じて、私た

ちは、「子どもたちのための学校給食」とは何を実現する

ことなのか、また、「安全で、おいしく、栄養豊かで、楽し

い学校給食」にするためにどう努力すべきか、を問い続

けてきました。そして、そのための必須条件は、単独校直

営調理方式・自校献立・自校購入というシステムを全国

に広げることだと主張してきました。このシステムは、顔の

見える関係を大切にし、安全性を確認できる地場や産直

の食材で、「手づくり給食」を進めるために欠かせないも

のだからです。この考え方から、合成洗剤、環境ホルモン

物質を含むプラスチック食器、農薬や食品添加物、遺伝

子組み換え食品・放射線照射食品等有害な食品の追放

などにも取り組んできました。

「輸入食品」の安全性問題もそのひとつです。

昨年秋、マスメディアが学校給食で使われている中国

産食材の現状調査と実態を報道し、その安全性に警鐘

を鳴らしました。

私たちは、これまでも輸入小麦や柑橘類などの毒性を

学習し、少しでもこれに替わる食材の確保を求めてきまし

たが、この報道に接し、改めて、本集会で中国からの輸

入食品問題を共有しなくてはならないと思いました。

学習とともに、各地の実践事例を共有しながら、「で

は、何に、どう取り組んでいけばよいか」、ご一緒に協議し

ましょう。

また、全国学校給食を考える会は、給食現場の人々の

協力を得て、「学校給食・食材と調理について考える実

態調査と課題整理アンケート」の実施を準備しています。

このアンケートでは単に学校給食から輸入食品を排除す

るだけではなく、地場産・国産の生鮮食材の使用を増や

すために必要な課題を整理し、よりよい学校給食実現に

向けた運動につなげたいと考えています。調査結果と課

題のまとめをもって、2015夏期学校給食学習会で運動の

進め方を協議できるよう準備しています。

子どもたちの健やかな成長を願って、本集会は、その

運動作りのための「出会いと共有の場」です。みなさまの

積極的な発言を期待しています。

全国学校給食を考える会

この後、学校給食ニュースの牧下圭貴が、「学校給食

この一年のトピックス 食の安全の視点から」と題し、１

年間の学校給食ニュースの内容から、食の安全につい

て輸入食品の問題、衛生管理、東京電力福島第一原子

力発電所の事故による放射性物質、アレルギーなどを含

めた総論と、学校給食における課題を整理しました。内

容については、学校給食ニュース記事と重なるため割愛

します。

【週刊文春の執筆者から直接話を聞きました】

「中国輸入食品をめぐる 食の安全とは何か？」

奥野修司さん（ジャーナリスト）

徳山大樹さん（週刊文春編集部記者）

2014年10月から３回に渡って週刊文春に掲載された

「学校給食に中国食材！」の記事が掲載されました。この

取材や執筆を担当した方々に、中国の食品製造の状況

や安全性について語っていただきました。

集会配布資料には、

「記事は反響も大きかった半面、批判もいただきました。

主たる批判として次の４点があります。

①うちはそんなと汚いところから輸入していない。

②国が安全と決めたものを使って、なぜ悪いのか。

③中国産とはいえ、検疫でチェックしているはず。

なぜ問題なのか。

④ＨＡＣＣＡＰ（衛生管理の国際基準）適用工場から

輸入しているので安全。

こうした疑問をいだかれるのも、おそらく「食の安全」に

ついて、私たちと食い違っている部分があるからだと思い

ます。

そこで今日は、これらの批判に応えると同時に、私たち

が考える「食の安全」についてご説明させていただきま

す」とありました。

講演では、中国の農業、食品製造の下請けでの不衛

生面などを写真で紹介した上で、日本向けに加工食品

を生産している大手企業の下に、一次加工、二次加工の

業者があり、そのほとんどが零細企業で大手企業による

自社生産部分は少ないことを指摘、零細企業は発注す

る日本企業の監督の目は届いていないという実態を紹介

されました。
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また、アメリカ産牛肉の残留ホルモン濃度が国産牛と

比べてとても高いこと、ＥＵでは最新の測定方法で残留

を確認し、発がん性があるとしてアメリカ産牛肉を輸入禁

止にしているが、日米は新しい測定方法をとらず、不検

出となっていることから、国の基準に合っているから大丈

夫とは言えないことを指摘。日本では、2014年のネオニコ

チノイド農薬の基準緩和検討など、慢性毒性に対しての

評価が甘いことが問題だとしています。この慢性毒性の

検証には長期の動物実験などお金がかかることもあり、

その例として、遺伝子組み換えの除草剤グリホサート（ラ

ウンドアップ）耐性トウモロコシでのマウス長期試験を行っ

たセラリーニ教授の論文を紹介し、２年間４億円以上の

費用がかかっていることを指摘、慢性毒性を明らかにす

ることがいかに難しいか、そういった研究が必要かを指摘

されました。

このほか、中国の長江河口の土壌汚染、耕地の重金

属汚染、水質汚染などの中国国内の記事を紹介し、中

国では土壌がアルカリ性であり、雨も少ないことから、か

つて使用されたＤＤＴやＢＨＣが分解されないこと、さら

に、現在でも「よく効く」と販売されていることを紹介し、重

金属や有機塩素系農薬残留が減らない理由を解説され

ました。

最後に、食の安全について、取材を通じ、学校での関

心事が異物混入や食中毒に偏っており、目に見えない、

短期では分からない慢性毒性の食の安全に対しての関

心が低いことに懸念を示されました。また、現在の日本の

検疫では添加物、残留農薬、微生物などであって重金

属や有機塩素などは素通りしている現状を踏まえると、中

国産輸入食品には問題があり、「食の安全とは、疑わしき

ものは食べないことである」と訴えられました。

【放射線照射食品】

「中国からの『照射食品』で学校給食も危ない」

里見宏さん（健康情報研究センター代表）

最初の仕事が放射線照射食品の検知法の開発（放射

線が当たった食品かどうかを調べる方法）だった里見さん

は、その後、放射線照射食品をめぐる様々な問題に直面

し、そこから今日まで食の安全についての取組みを続け

て来られました。学校給食をめぐる食の安全、衛生管理

などについて長年、全国集会などで情報提供をいただい

ていますが、もっとも長く取り組まれているのが放射線照

射食品の問題です。

現在、日本では食品衛生法により食品に放射線を照

射することが禁止されています。例外として、異物検査と

厚み検査（0.1グレイ）、ジャガイモの発芽防止に150グレ

イ以下の照射（北海道・士幌農協のみ）となっています。

食品の製造、加工および保存の目的で食品に放射線を

照射してはいけません。放射線照射は原発廃棄物の再

利用です。放射線の「生命殺傷力」を利用した技術で

す。利点として、殺菌・滅菌、発芽防止、殺虫、熟成抑制

（松茸のかさの開きの抑制）などが上げられてきました。

中国では原子力発電所が増えており、それにともなっ

て食品用照射施設も増えており、2008年の資料ではコバ

ルト60の照射施設103、電子線照射施設６あるそうです。

また、中国で認めている照射品目には、肉類、根菜類、

穀類、豆類をはじめ、ドライフルーツの砂糖漬け、香辛

料、野菜・果物があり、とくに多いのがニンニク、乾燥野菜

・香辛料、穀類と健康食品・機能性食品とのことです。

中国から日本に輸入されたもので照射が分かったもの

には、寿司ネタ用のシャコ、乾燥大根葉、干ししいたけ、

ウーロン茶、乾燥葱、黒胡椒、乾燥ケール粉末、赤唐辛

子、粉末田七人参、ハーブ抽出物、マルハのホッキ貝、ミ

ツバチの幼虫粉末などがありました。

放射線照射食品を含む、輸入食品監視統計の違反件

数をみても、中国が違反数、検出率（調査した中での違

反確認）とも多く、輸入件数も多いことから潜在的には安

全性に問題があるものは多いとのことです。これについ

て、検疫所のモニタリング検査のあり方には問題があるこ

とも指摘されました。

学校給食と放射線照射食品の関連についての話もあ

今週、広島県で見つかった照射ジャガイモ
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りました。1970年代に照射ジャガイモが登場し、売れなか

ったときに、学校給食向けに出すよう日本学校給食会

（当時）が斡旋し、これに消費者団体が申し入れを行い、

斡旋契約を解除。その後も、群馬県、石川県、新潟県な

どで使われた実績があるとのことです。近年、八王子市

で照射ジャガイモが納入され、検品時に気がついて差し

替えられたという事例もありました。

放射線照射食品には、照射によって発がん性を誘発

する２-アルキルシクロブタノンが生成されること、また、過

去の軍事研究結果が少しずつ明らかになり、その中に

は、放射線の照射によって食品から誘導放射線が出て

いることなど大きな問題が隠されているとのことです。

今後の注意として、牛豚のレバー生食が規制されてい

ますが、放射線照射で流通可能にしたいとの動きもあり、

常に、原発・照射食品推進派が機会を狙っていること、こ

れに反対し続ける必要があることを訴えられました。

【中国の農業は改善できないのか】

「最近の中国有機農業事情」

長谷川満さん（大地を守る会取締役）

日本での経験を活かして中国での有機農業の生産、

流通づくりを指導している長谷川さんからは、中国の有

機農業とふつうの農業（慣行農業）の状況について話を

いただきました。中国では年間の農薬利用量が年々増え

続けており、残留農薬が問題になっています。また、土壌

汚染も深刻で、化学肥料過剰使用などによる野菜類の

硝酸塩含有値が高いなどの問題もあります。これは、農

民が農薬や化学肥料についての知識をもたず、売り手の

言いなりになって過剰に使っていることも原因にあるよう

です。化学肥料については、国内に有機物（たい肥等の

原料）が少ないことも理由だとのこと。

かつて単位面積あたりの農薬使用量が世界一だった

日本では徐々に使用量が減っています。現在は中国が

単位面積あたり農薬使用量世界一となっています。国土

面積も広いことからその使用量がきわめて大きいことが分

かります。

このほか、農地で用水と排水が分離されていないこと

から、水質汚染の影響を受けやすいという実情も指摘さ

れました。

農薬使用でもっとも被害を受けるのは農民です。素手

でマスクもせずに散布することがあたりまえとのことです。

一方、中国は有機農業生産大国でもあるそうです。ヨ

ーロッパへの輸出用にほ場をつくり、ヨーロッパから検査

官が来て認証しています。有機ほ場面積では世界第４位

で、産地は内モンゴル、吉林省、雲南省などに集中し、

消費は、北京、上海、南京などの大都市富裕層に集中し

ており、価格も、有機と慣行栽培物との差が２～20倍もあ

るそうです。

認証制度はありますが、偽装も多く、2012年に認証制

度が厳しくなっているとのことです。慣行農法と有機農法

は、二極化しながらも、少しずつ中国農業も良くなってい

くのではないかと期待しているとのことでした。

【給食現場での対応２例】

週刊文春の記事を受けて、ほとんど使っていないはず

の中国産が加工品原料等として使われていたことが明ら

かになった名古屋市と福岡市の小学校給食。いずれも、

単独校方式ですが食材購入は一括です。これを受けて、

地域で食の安全や学校給食の諸問題に取り組むネットワ

ーク団体が申し入れや交渉を行いました。それぞれ、ネ

ットワーク団体に参加している調理員からの報告です。

「学校給食現場からの事例報告」

遺伝子組換え食品を考える中部の会

自治労名古屋学校支部給食部会

自治労名古屋学校支部給食部会は、遺伝子組み換

え食品を考える中部の会に参加し、食の安全に関する運

動をしています。毎年港からの運搬ルートでこぼれおち

たＧＭなたねの菜の花の除去などの活動をしています。

文春の記事をふまえ、「中部の会」として、名古屋市教

育委員会に中国産食材使用中止の申し入れを行い、話

し合いを持っています。

名古屋市ではトマトケチャップのトマト（アメリカ、中国、

ポルトガル産）、味噌の大豆（カナダ、アメリカ、中国産非

組み換え）、豆板醤の唐辛子が中国産であり、味噌につ

いては対応するが完全な排除は難しいという回答です。

名古屋市の小学校給食は12万食の一括購入で、これま

でに2000年に遺伝子組み換え排除、2002年に冷凍ほう

れん草、冷凍サヤインゲンを中国産から公算に切り替

え、トマト缶、タケノコも国産化。2008年に中国産のピー
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ナツ、はちみつ、ごま、マッシュルーム、梅干し、きくらげ、

生姜粉を使用中止にしたそうです。今後も調理員としてこ

のような食の安全の働きかけを他の団体等と連携しなが

ら続けるとのことです。

「学校給食現場からの事例報告」

学校給食を考える福岡市連絡会議

福岡市現業労組学校給食支部

福岡市では福岡市現業労組学校給食支部も含めた

様々な団体、生協や教職員、学校給食関係団体で構成

した学校給食を考える福岡市連絡会議があり、40年以上

にわたり、毎年、教育委員会と要望や意見交換による改

善活動を行っています。

今回の報道を受けて、福岡市では30品目以上が中国

産を使っていたことが分かりました。

福岡市では、食材は基本地産地消で、地場産→県内

産→九州産→国内産という基本ルールがありました。中

国産については、緑豆春雨、きくらげ等の使用量を減ら

し、検査をしながら使用するということになっていたそうで

す。

報道後、2014年10月に連絡会議では申し入れを行っ

ています。教育委員会も10月28日に、あさり（むきみ）、出

しこんぶ、わかめ、はるさめなど切り替えられる中国産は

すぐに切り替えました。これは、市議会で問題になったか

らであり、これまでの交渉では得られなかったことだそうで

す。中国産は使わないこととなりました。物価の上昇もあ

り給食費が値上げされています。

近年、福岡の小学校で調理の民間委託が入る中で、

調理員を含む各委員会や機関がうまく機能しなくなった

のではないか、委託推進で、これまでの調理現場等々の

信頼関係が崩れてきたのではないか、調理の民間委託

の導入で、学校給食の情報が出てこなくなることが危惧さ

れると、現在の課題を訴えられました。

【中国産だけではない安全性への懸念】

「米国輸入穀物に高まる懸念」

印鑰智哉さん（オルター・トレード・ジャパン政策室）

食の安全の問題は中国産だけではありません。アメリ

カから輸入される穀物の問題を整理して報告いただきま

した。アメリカでは慢性疾患が激増しているそうです。糖

尿病、甲状腺がん、自閉症、認知症の例を出し、この増

加率と同じように除草剤グリホサート（ラウンドアップ）の使

用量が増えているとのことです。直接の因果関係を言え

ませんが、遺伝子組み換え作物が要因として様々な病気

の指摘が研究者によってされており、ＷＨＯの外部機関

国際がん研究所（ＩＡＲＣ）もグリホサートに発がんの恐れ

があるとの報告を発表し、報道もされています。アメリカの

女性団体では、遺伝子組み換え作物を避けていても、母

乳からグリホサートが出ていることが示されました。この背

景には、収穫前に普通の小麦にグリホサートをかけると、

収量が増え、収穫が楽になり、早くなるという作用があり、

それが遺伝子組み換え作物以外でもグリホサートが残留

する理由ではないかとのことです。遺伝子組み換え小麦

の開発は一度断念されましたが、今後、遺伝子組み換え

小麦の栽培が行われる可能性が高いとのことです。

また、グリホサートは、耐性雑草（スーパー雑草）が増

えており、2013年にはアメリカの環境庁が残留許容量を

引き上げたことから、2014年収穫以降の分は残留値が高

いことが懸念されています。さらに、かつてベトナム戦争

で使われた枯葉剤（2,4-D）や除草剤ジカンバを混合して

使う懸念が高まっています。日本ではこれらの遺伝子組

み換え作物が承認されており、生産されると輸入されるこ

とになります。

いまところ、最大の輸入国である中国政府が否定的な

ので生産されていないとのことです。世界では、遺伝子

組み換えを栽培する国と栽培しない（輸入しない）国が明

確に分かれつつあります。ＥＵの多く、ロシア、エクアド

ル、ベネズエラ、ペルーなど禁止する方向の国もあり、ア

メリカに追従する日本の立場が問われています。これに

対し、学校給食で有機農産物の義務づけをするサンパウ

ロ市（ブラジル）などの例もあり、遺伝子組み換えを排除

できる可能性はあるとのことです。

【輸入食品に頼らない地場産給食と食育】

食品の安全性の問題は、「もぐら叩き」です。遺伝子組

み換え食品、放射線照射食品、残留農薬、ポストハーベ

スト農薬、重金属など、出てくるごとにひとつひとつ対処し

続ける必要があります。その一方で、食品の安全性の心

配がない学校給食を実現するにはどうすればいいのか、

その先進的な取組みのひとつとして、長野県塩尻市立桔
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梗小学校の事例を2014年度まで同校の栄養教諭だった

杉木悦子さんに話していただきました。

本紙では、当日資料として配付されたレポートを許可

を得て転載します。

子どもによる「地場食材を使って給食の献立を立てる」

活動～育てて食べる、作って食べる～

杉木悦子さん（長野県・栄養教諭）

1 はじめに 「子どもたちを食の主人公に」よせて

長野県の地産地消の学校給食の教育実践をまとめた

「子どもたちを食の主人公に」がこの10月30日に発刊され

ました。長野県教職員組合の栄養教職員部では、発足

以来、「教育としての学校給食の確立」をめざし、「給食を

とおして五感豊かな子どもを育てる」にはどうしたらよいか

を実践研究してきました。地産地消の給食を実践するこ

とで、「生きた教材」とする食教育の課題（給食指導・栄養

指導など）と、その地域で育くまれてきた食文化や人や環

境を含めた地域のこと、農漁業、食料自給率の向上、「行

政改革」、原発・放射能、ＴＰＰ、環境問題・地球温暖化な

どすべてに密接に関連していることなどが明らかにされて

きました。この実践研究では、子どもたちの育ち・変化を

子どもたちの言動などを書き取りながら積み重ねていくこ

とを基本に子どもたちがどのように育っているのかを研究

してきました。1990年「子どもが輝く学校給食」、1996年

「学校給食の未来へ」を実践研究のまとめとしても出版

し、今回が第３冊目です。学校給食で地産地消を取り入

れていくことは、人間の生き方としての食を学びながら、

自分をとりまく社会のあり方足元から考えなおし、どのよう

な社会を創っていけばいいのかという「生きる力」を育ん

でいきます。

このレポートは、その後の実践研究の一つのレポート

です。

塩尻市は、ぶどうとレタスの産地です。塩尻市の食育

推進計画「楽食・育膳」のイメー木曽楢川の漆器の箸を

持っています。2012年度より、塩尻市全学校で学校給食

に木曽楢川の漆の塗り箸が使われています。

塩尻市では2010年より塩尻産のお米を使った米飯給

食を週４日以上取り入れ、パンは月1回となっています。

2012年度より市の政策で、学校給食に農産物を出荷でき

る農家を募集し、一般社団法人塩尻市農業公社が塩尻

産のものを学校給食に納品するための取り組みを始めま

した。各学校での地産地消率（重量ベース）の達成目標

は、2014年度に28％目標でしたが、すでに、2013年度で

36.8％と達成されています。2014年度では、40％を超え

ると予想されます。また本校での国の調査（食材数）で

は、2014年度では、６月期では県産54％、塩尻産23％、

11月期では県産70％、塩尻産39％です。長野県全体で

は、6月期では39.4%、11月期では48.1%で平均43.8%で

す。

本校で2014年度に行った朝食調査では、朝食に野菜

を毎日食べる児童は38％で、全体に野菜摂取不足の傾

向があります。また、給食でも食べ残しの理由は「嫌いな

ものは食べない」などの課題もあり、給食の残食量は、

2013年度一人当たり、3.4gでした。

そこで、本校の学校目標「心豊かで、たくましい子ども」の

もと、「食に関する指導」は給食を中心にすえ、野菜も一

日に必要な量の半量150g（４年生）を提供することにしま

した。野菜の量が多いことから、給食指導や食育を行い、

「給食を好き嫌いせず残さずバランスよく食べることが健

康に必要であるということを理解し、給食を残さず食べる

児童」をめざしています。また、朝食の大切さを学んで朝

食をとることも家庭と連携して取り組んでいます。

食の自立は、児童が主体的に食べるようになることで

あり、地産地消を中心とした食の様々な体験が必要で

す。本校が行っている食の体験活動を紹介します。

（本校児童数・職員数 クラス各学年４組 児童数 715人

職員52名（調理員６名：正規２名、嘱託３名、アレルギー

パート１名含む）

２ ぶどうや野菜を育てて食べる体験活動

本校は街中にありますが、周辺には、野菜や果樹の

畑、水田などがあり、学校の行きかえりに作物の成長を見

たり、農家の人の働いている様子を見ることができる児童

もいます。

学校園では、３年はぶどう棚と、３・４・５・６年・特別支援学

級に畑が割り振られており、総合的な学習の時間や学級

活動などで色々な野菜を育てる活動を行い、そこで収穫

した野菜で料理をして食べます。１・２年は教室隣の畑に

１年はさつま芋、２年は大豆・とうもろこしを育て、ミニトマト

も鉢植えで育てて食べます。

２年生は、大豆を育てた関係で、お豆腐屋さんを招待
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して会食しました。１年生は、塩尻産のコシヒカリの米研ぎ

をして炊いて給食で食べます。給食よりも多い量なので

すが、お代わりをして、ペロリッと平らげました。

６年生は、松本市で開発された硬質小麦「ユメアサヒ」

を育てて、学校園でできた野菜や地域で作られているベ

ーコンなどを使ってピザを作って食べました。

３ 家庭科での給食の献立作り

５・６年生の家庭科の食生活領域で、2013年度から「給

食の献立作り」を行い、2014年度は６年生（クラスのリクエ

スト献立も含む）が立てた献立で給食を運営しています。

この９月末までに、102日の給食日数中、75日（73％）が

子どもたちの献立の給食を実施しました。子どもたちは、

自分の誕生日月の献立を作成します。

過去３年分の実際の献立表を参考に２時間かけて献

立をたてます。この献立作りを通して自分の生まれた月

の旬の食材も理解することができるようになります。

給食の献立を立てる時に考慮することは、次の８の観点

です。

① みんなのことを考える。（誰にどんなものを食べさせて

あげたいか考える）

② おやつではなく食事として考える。

③ 赤・緑・黄の ６つの食品群全部から食品を選ぶ。

④ 自分たちが育てた野菜や塩尻市、住んでいる地区で

とれるものを入れる。

⑤ 旬のものを入れる。

⑥ 主食＋汁物＋主菜＋副菜（野菜のおかず）＋デザー

ト＋牛乳の組み合わせとする。

⑦ 盛り合わせや食器のことを考える。

⑧ 全校へのメッセージを記入する。

*献⽴を⽴てる
*（５年家庭科）

２０１４年度 ２⽉末現在 給⾷⽇数１９４⽇中
１３５⽇分実施（７０％）

クラスリクエスト・重複含む）実施39

学習カードには、献立が①～⑦の観点で立てられている

かを記入します。

④の観点では、お米は塩尻市の総意でコシヒカリ・アキ

タコマチを中心に提供されていることや地域の産物や旬

の食べ物について知り、食べ物の命や生産者への感謝

へつながるようにします。他に、地域の加工品としては、

塩尻産の大豆で作った味噌やワイン、酒、果実のジュー

スなどがあることも授業で扱います。⑤の観点では、季節

の旬のものが健康にも環境にもよいこと、また、安価であ

ることも学びます。この献立作成の評価は、ほとんどの子

どもがＡ評価で、献立の組み合わせや赤・緑・黄色の食

品がとれていますし、地域の産物や旬のものも入ってい

ます。子どもが立てた献立を実際の給食の献立に仕上げ

ることは栄養教諭が行い、月ごとの献立に取り入れます。

４ 献立が実施される日の子どもの活動

児童の献立が給食に取り入れられた日は、その児童

に学習カードを渡し、以下の内容で記入させます。

① 自分の献立が給食として出された感想

② 給食を味わってみての感想

③ 今日の塩尻産のものは「○○ ○○ ○○等々（栄養

士が記入して渡す）」ですが、畑・田んぼなどで育ってい

るのを知っていますか。

④ 育っている作物を見てどんなことを思いますか。

⑤ 自分が育てたことのある野菜があったら書いてくださ

い。

⑥ 給食室で今日の給食を作っている様子を見ての感想

を書きましょう。

⑦ 調理員の先生へ一言

⑧ これから給食をどんな風に食べていきたいと思います

か。

①自分の献立が給食に出た感想

「自分が頑張って考えたこんだてが給食に出てうれしい

です」

「みんなおいしいと言っていたのでよかったです」

「最初はびっくりしたけど、自分で立てたのが出るのは

すごいと思った」

「こういうことはあんまりないし、自分の好きなものが給食

にでるというのは、すごくうれしかった」
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「自分のこんだてを全校のみんなが食べてくれるのはうれ

しいです」

②給食を味わってみての感想

「三角形の揚げがおいしかったです」

「豆腐入りハンバーグがちゃんと混ぜてあったのでとても

おいしかったです」

「すごくおいしかった」

「なすのそぼろいためが、ちょうどいいやわらかさで、と

てもおいしかったです」

「いつもとてもおいしいけど、今日は自分の好きな物のこ

んだてなので、もっとおいしかった」

「サラダのトマトがおいしかった」

「自分で立てたこんだては、いつもよりおいしかった」

③献立の塩尻産のものが、畑・田んぼで育っているのを

知っていますか。

ほとんどの児童が「知っている」と答えています。通学

路で見かけています。

④育っている作物を見てどんなことを思いますか。

「育っていると、ぼくたちが作物を食べられるのがとてもあ

りがたいと思う」

「おいしそう」

「雨が降っても、風が吹いても、しっかりそだっているの

がすごいと思った」

「少し見ないとすごく大きくなっていたりするので、育つ

のが早いなと思います」

「ていねいに育ててもらっている作物は、とてもおいしい

ので、育ててくれる人にありがたく思います」

「いろんな人がいろんな作物を育てていて、私たちはそ

れを食べているのでうれしいです」

「農家の人に感謝したいです」

農家の人への感謝の言葉があり、地域の農産物の育

ちを知りながら食べています。

⑤自分で育てたことがある野菜

稲、ねぎ、トマト、ミニトマト、なす、レタス、キャベツ、じ

ゃが芋、さつま芋、きゅうり、とうもろこし、苺、人参、ピーマ

ン、アスパラガス、かぼちゃ、大根、などをあげています。

作物を育てる喜びや自然との共存など食べ物の命の関

わりなどに広げます。

⑥給食室で作っている様子を見ての感想

「大きな調理器具でたくさんの量を作っていてすごいとも

いました」

「みんなのために、頑張っておいしい給食を作ってくれ

ていると思った」

「たくさんの野菜を切ったり、野菜を何回も洗ったりして、

大変だなぁと思いました。温度まで測っていてすごいと思

いました」

「とてもおおきな鍋で作っているし、たくさんの野菜があ

って大変そうだった」

「エプロンをかえてまで、清潔にして、びっくりしました」

「自分の立てたこんだての給食が作られていてうれしい

い。おいしそうな料理を作っている」

⑧これからどんな風に給食を食べていきたいですか。

「ありがとうの気持ちを大切に、残さず食べていきたいで

す」

「“こういう風にバランスなのか”と考えて食べるようにした

いです」

５．終わりに

このように学校園で作物を育てたり、地域の農産物を

中心に献立を立てたり、自分の立てた献立を給食室で作

っている様子を見たり、献立のメッセージを全校に伝え

て、全校でその給食を食べる活動は子どもたちの食の主

体性を育てたり、子どもが主人公の学校作りにつながっ

ていきます。

６．今後の課題

① 豊かな食体験を通して子どもたちがその子らしく自立

するために、子どもたちが作物を育て食べる活動を全て

の子どもが取り組むことができるように教育課程が必要で

す。（「食と農」の教育課程の必修化）

② 給食室が学校にあり、調理員が学校の職員であるこ

とが、給食や調理が教育の一環となります。自校直営方

式の給食は、子どもの食の主体性が育つ可能性が無限

となります。

③ 給食の民間委託は、教育的な価値を生み出さないの

でやめるべきです。
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「子どもたちを食の主人公に」実践研究会より今後の課

題

① 単に「おいしい」ではなく、それを子どもの生活体験

や感覚・感性、

表象・知識・価値観を働かせて言語表現させること。

② そのような「食の変化」や「食による人間としての成長・

発達」を見届けること。

③ そうした変化・発達を触発する給食とは何かを明らか

にすること。

④ 子どもが変わるとき、成長・発達するときを全教職員

の力で集約すること。

⑤ 食の主体性が生きることの主体性に転化することを実

証すること。

⑥ これらを日々ノートに記録し、全職員の洞察力を結集

することです。

書籍「子どもたちを食の主

人公に―地産地消の食文

化で生きる力を育む」

著者：長野県教職員組合栄

養教職員部

監修：新村洋史

青木書店、2014年11月

【全国集会まとめの意見交換】

給食の食材の由来（産地等）や安全性について、調理

現場がどこまで把握できるのか、が、ひとつの話題になり

ました。自校・直営で直接購入の現場では、調理員から

把握は可能であるとの事例がありました。一方、自校・直

営、自校・民間委託の両方があり、栄養教職員が全校配

置されている現場では、直営でも調理現場はたいへん厳

しくなっており、栄養教職員が分かっていても調理員まで

は食材の内容を把握するのは労力的には難しいが見る

ことは可能であり、気がつくことはできる、しかし、民間委

託の場合には仕様書で指示したあとは現場任せなので、

より気がつきにくく、また、それを言う状況にもないとの指

摘がありました。

これに対し、週刊文春で記事を書いた奥野さんから

は、納入業者は「中国産ではないこと、と指定・要請され

ない限り、中国産でもいいという判断をしている」とのこと

です。

このほか、里見さんからは、歯磨きや水道水のフッ素

添加に反対し続けてきたが、食品とフッ素の関係につい

て今後新たなテーマとして考えて欲しいとのコメントがあり

ました。

【まとめに変えて】

今回の全国集会では、食の安全が主なテーマになりま

した。日本のカロリー自給率が約４割で輸入食品に依存

する食生活になっている中でも、学校給食に対しては、

より高い安全性、国産比率の向上が求められます。国の

食育推進基本計画の数値目標にも、2013年12月に追記

する形で「学校給食における国産の食材を使用する割合

の増加80％以上」が記載されました。文部科学省の調査

では国産が77％であるとされています。現段階でも、学

校給食では国産比率がとても高いと考えられます。これ

には、学校給食の目的である「教育」的視点だけでなく、

日本の農業や自給率向上といった政策的視点があること

も事実です。子どもたちのための学校給食を実現する視

点からは、まず、安全性が前提です。国産＝安全とはな

りませんが、輸入食品は産地が見えない、安全性への問

題点が多々あることもあり、教育面からも、国産、地場産

でより安全性の高いものを第一に考えることとなります。

学校給食衛生管理基準では、安全性について

「一 食品は、過度に加工したものは避け、鮮度の良い衛

生的なものを選定するよう配慮すること。また、有害なも

の又はその疑いのあるものは避けること。

二 有害若しくは不必要な着色料、保存料、漂白剤、発

色剤その他の食品添加物が添加された食品、又は内容

表示、消費期限及び賞味期限並びに製造業者、販売業

者等の名称及び所在地、使用原材料及び保存方法が

明らかでない食品については使用しないこと。

また、可能な限り、使用原材料の原産国についての記述

がある食品を選定すること」としています。食品衛生法やＪ

ＡＳ法に対して、予防原則的な表記となっています。

学校給食ニュース2014年11月号「輸入食品と学校給

食」では、安全な学校給食を実現するための課題として、
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一、安全で疑いのない食材にかける十分なお金が必要

です。

一、自校方式を基本に小規模分散型の調理場と、献立

等を立てる栄養教職員の配置が必要です。

一、経験と知識をもった調理者の人数が必要です。直営

でも、民間委託でも、調理場における経験者、技能者の

不足の解消が必要です。

一、なにより、保護者、市民の学校給食への関心が必要

です。教育として学校給食を行い続けるためには教育関

係者、自治体関係者のみならず、多くの人の協力が欠か

せません。

と課題提起を行っています。これらの取組みの継続が

必要です。

2015年度は、学校給食の今後にとても大切な年です。

国の食育推進基本計画は現在第２期となっています。

第１期では、「単独調理方式の効果等の周知・普及等」

の記載がありましたが、第２期の際に削られました。第２

期は2015年度までで、2016年度からは第３期となります。

今年度中に新たな基本計画が策定されますので、学校

給食の食育、安全性の面から様々な提案、働きかけが必

要です。

2015年度には、４月に食品表示法が施行されました。

ＴＰＰをめぐる動きから、食の安全性に関わる様々な基準

が緩和されつつあります。それぞれの自治体での学校給

食のあり方を、いまできること、将来実現することの両面

から取組みを深め、その情報を共有し、全国的な課題や

運動を起こしていくことが必要ではないでしょうか。

かつて、遺伝子組み換え食品が日本に輸入されはじ

めたとき、全国で表示を求める運動と、学校給食では遺

伝子組み換え食品を扱わないよう求める運動が広がりま

した。多くの自治体で請願が採択され、実際に現在でも

使われていないところが多くあります。表示制度もまだま

だ不十分ですが、その運動がきっかけでできました。放

射線照射食品（照射ジャガイモ）も、学校給食関係者と連

帯した市民運動によって排除してきた経緯があります。こ

のような運動を過去のものにしてはいけません。

最後に、集会中の質疑の中で、民間委託についての

考え方を聞かれ、福岡市の調理員・山野みよこさんが、

ご自身の考えと取組みを話されました。その内容を紹介

して、集会報告とします。

民間委託に対し、なぜ直営でなければならないのか、

という質問ですが、民間委託で働いている人を否定して

いる訳ではありません。これはシステムの問題です。福岡

市では、教育委員会と直営調理員とで長年に渡り話し合

いをして、よりよい学校給食を実施するための仕組みを

つくっています。それは、調理員の仕事の一環であり、栄

養教職員と協働したり、調理員の研修、育成に役立てて

きました。また、保護者や市民、他の職種の人と福岡市

の学校給食の事業として取り組んできました。これらの結

果として、合成洗剤から石けんへの変更、手作り給食を

増やし、地産地消、食器の改善などを果たしています。こ

ういう改善の場にもなっていました。

福岡市の民間委託は導入がはじまったばかりです。直

営非常勤の調理員さんが委託先のパート等として入った

例もあり、その話を聞くと、上司や学校に対して改善等の

提案などがあっても言えないのが実態です。企業もそれ

は望んでいないでしょう。効率化の上で、時間内に完成

させることが求められているのであり、中身のことを提案

する立場でもないのです。

民間委託の場合、仕様書にすべて書き込めばいいと

いう話もありますが、それでも、発注者→受注者の一方的

なことです。直営の私たちは、少なくとも給食に関わる健

康教育課、栄養教職員、調理員、物資調達する組織な

どが、子どもたちのための良い給食づくりのために同じ立

場で議論をし、意見が異なれば調整し、良い提案を採用

して別のやり方を作り出していくことができます。そのよう

な公務員としての発言が保証され、施策をつくることがで

きます。

しかし、少なくとも今の福岡市の民間委託の方法は、こ

れらの長年積み重ねた取組みを摘んでいく方向にありま

す。民間委託の調理員がだめで、直営の調理員がいい

ということではありません。システムとして、権限として、手

立てとして、直営では公務員としての裁量権が発揮でき

るところが、違うことです。現場に根付き、子どもたちの教

育に寄り添った形での提案としてできる可能性を十分に

持っているからこそ直営のシステムであって欲しいので

す。それが、学校給食が教育の一環としてあるための土

台だと思います。

現在、直営は正規職員だけではありません。例えば、

私のところでは、470食で、職員２名、５時間パート職員２

名です。民間委託であれば、時間は細切れでも日々の
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頭数は多いと思います。

民間委託は、試行を含めて３年目になります。立ち上

げで大変ということもあるでしょう。しかし、調理スタッフが

集合離散しています。継続できず、１年の内でも新しい人

が入るということが繰り返し起きています。それにより調理

上の味や仕上がりのトラブルはありますが、学校としても

なかなか文書化してのクレームというところまではやらな

いようにしています。それでも、給食時間には間に合わせ

ておられます。しかし、１年で人がすべて入れ替わるよう

な状態では安全で安心できる給食ができるのか、現在の

民間委託のシステムに疑問があります。

直営の場合は、雇用が安定しており、時には「親方日

の丸でどげなことしても首にならないだろうもん」と言われ

ることもありますが、公務員として子どもたち、保護者、学

校に責任を感じています。子どもたち、教職員と交わり、

信頼をもたれるよう努力しています。そういった関わりの

中から、調理員としてより技術や質を向上しようというモチ

ベーションが高まります。若い調理員もいますが、彼らに

は大量調理のノウハウをすべて教えてきました。私も何人

もの若い調理員を育ててきました。その若い調理員が今

の福岡市の直営調理の中核になっています。人材育成

は、組織全体として実技研修、エリアごとの会議をはじ

め、１年目研修、２年目研修と自らプログラムをつくって取

り組んでいます。常にレベルアップするための研修を行

い、年１年は調理場（学校）ごとにテーマを持って実践し

た活動について学校ごとに発表して、お互いに厳しい評

価を行っています。そういうことができるのが直営の良さ

です。

時事情報

文科省、アレルギー対応指針を発表

文部科学省は、2015年３月に「学校給食における食物

アレルギー対応指針」を発表しました。これまでの「ガイド

ライン」に対して、具体的かつシンプルな指針となってい

ます。保護者、自治体、教育委員会、学校、栄養教職

員、調理員、委託調理事業者等、それぞれにとって役割

や行動が明確になりましたが、一方で、単純化による弊

害も懸念されます。

しかし、2012年12月の調布市でのアレルギー誤食（お

かわり）死亡事故を踏まえ、指摘された点が数多く盛り込

まれていることも確かです。2015年度、あるいは、2016年

度から、この手引きに従った取組みになっていくことと思

います。二度と学校給食による死亡事故を起こさないた

めにも、そして、アレルギー対応など「安全性を最優先」

することは前提ですが、その結果として教育力が失われ

ることのないよう、現場からの声が欠かせません。

文部科学省の手引きに寄せた文章。

「文部科学省では、学校における食物アレルギー事故防

止の徹底を図るため、各学校設置者（教育委員会等）、

学校及び調理場において、食物アレルギー対応に関す

る具体的な方針やマニュアル等を作成する際の参考とな

るよう、学校給食における食物アレルギー対応の基本的

な考え方や留意すべき事項等を示した指針を作成しまし

た。各学校設置者（教育委員会等）は、本指針を参考

に、所管する学校や調理場等における食物アレルギー

対応の方針を定め、各学校及び共同調理場において

は、本指針及び学校設置者が定める方針を踏まえ、学

校内や調理場における対応マニュアルを整備し、安全な

給食の提供に努めてくださるようお願いします。

なお、学校設置者等において方針等を作成するに当

たっては、管理職を含めた全ての教職員、関係者が主体

的に関わって作成すること、また、その学校等の置かれ

ている諸条件に応じて最も適切と考えられる方策を取り

入れることに留意して作成してください」

学校給食おける食物アレルギー対応指針（以下、「指
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針」）は、本文48ページからなる比較的短いものとなって

います。大原則、チェック表、解説、総論という流れにな

っており、知識を得るものではなく、対応のための指針で

す。 大原則は６つで、

・食物アレルギーを有する児童生徒にも、給食を提供

する。そのためにも、安全性を最優先する。

・食物アレルギー対応委員会等により組織的に行う。

・「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライ

ン」に基づき、医師の診断による「学校生活管理指導表」

の提出を必須とする。

・安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供

するかしないか）を原則とする。

・学校及び調理場の施設設備、人員等を鑑み無理な

（過度に複雑な）対応は行わない。

・教育委員会等は食物アレルギー対応について一定

の方針を示すとともに、各学校の取組を支援する。

となっています。

食物アレルギー対応委員会は学校における情報集

約、対応を決定する組織で保護者等との面談などにつ

いても調整します。「年間計画」では入学時などは入学前

の２月には個別面談、幼保との連携・情報交換などが書

かれており、入学時には対応が仮決定されていることを

明示しています。また、対応にあたっては、調理場の実

態（学校・調理場の環境、食数、職員数等）を考慮して決

めることとなっています。

献立作成委員会等において献立作成における食物ア

レルギー対応の基本方針を決めることとしており、そば、

落花生（ピーナツ）では「学校給食での提供を極力減らし

ます。提供する際は、使用するねらいを明確にし、使用し

ていることが明確な料理や料理名とします」など、原因食

材別の配慮事項が示されています。調味料・だし・添加

物については、「基本的に除去する必要はありません」と

して、これらの対応が必要な児童生徒は、「安全な給食

提供が困難な場合には、弁当対応を考慮」としており、対

応の幅も示されています。さらに、調理での工夫や料理

名・使用食品の明確化（例：かにと卵のスープ）などにつ

いても記載されています。

物資選定委員会等の食材選定についても、対応委員

会、献立と並んで連携を求めています。このほか、調理

体制、食材管理、確認方法などについてまとめ、「調理場

における対応できる限界（人員及び施設設備等）を整理

し、市区町村教育委員会等の学校における食物アレル

ギー対応に関する委員会に問題提起します」として、調

理における問題解決が必要なことを示しています。

教室での対応としては、給食時間での対応の他、給食

以外の食材や食物を扱う活動、運動誘発アナフィラキシ

ー、宿泊、課外活動等についても記述があります。

この「指針」により従来食べられてきた児童生徒が食べ

られなくなるなど対応の後退の可能性を認め、「個人では

なく全体の安全性の問題」としています。

まずは、この｢指針」を読んでいただき、各学校や調理

場でどのような対応になったのか、事例を集め評価、検

証をしていく必要があると思います。

ぜひ情報をお寄せ下さい。

【文部科学省】 学校給食における食物アレルギー対応について

http://www.mext.go.jp/a_menu/sports/syokuiku/1355536.htm
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